
安心・便利な輸送サービスを提供することにより、快適で住みやすい生活環境を整備するとともに
地域内外の交流人口を増大させ、町の活性化を図る。

　① 市町自主運行事業申出（R7.9.30付）

　　申出

　協議要請

　　・申出路線の検討、調整
　　・市町生活交通確保計画案

　　④協議会開催
　　　・県生活交通確保計画（R8.2.18）

№ 名称 運行区間 キロ程
(km)

運行回数
(回/日) 運行日 １日平均乗

車人数(人)
運行車両

（乗車定員）

1 千頭・家山線 千頭駅〜家山駅 26.1 6.0 毎日 55人乗り

2 寸又峡線 寸又峡温泉〜千頭駅 16.3 6.0 毎日 55人乗り

3 デマンドタクシー 町内全域 毎日 トヨタハイエース
（10名）

令和８年度の運行開始（R8.4.1）

議事１

令和８年度 川根本町自主運行事業計画について

１ 目 的

町 県（静岡県生活交通確保対策協議会）

　　②地区幹事会開催（R7.11.11）
　　　・申出路線の現況報告

　③　川根本町地域公共交通会議開催
（R7.12.24予定）

２ 自主運行申出から運行までの流れ

３ 運行路線の概要
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バス路線概要書　１

１　路線名

２　運行経路

４　キロ程

５　運行日

６　運行本数

【区間制運賃】

　一般︓100円~500円

　小中高生・75歳以上・障がい者︓一般の運賃の50％

　未就学児︓無料

　株式会社大鉄アドバンス

（住所）島田市金谷東２丁目1112-2　

９　運行車両

10　バス停数

11　１本あたり運行時間

　千頭・家山線

　千頭駅~家山駅

　26.1ｋｍ

　毎日

往復６便

７　運賃

８　運行事業者

　55人乗り大型バス

　17個

　45分
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「千頭・家山線」時刻表

<運行日：毎日＞
停留所名 時刻 時刻 時刻 時刻 時刻 時刻

千頭駅 5:35 7:20 11:10 14:35 17:45 19:35
田代 5:37 7:22 11:12 14:37 17:47 19:37
崎平 5:39 7:24 11:14 14:39 17:49 19:39
青部駅 5:41 7:26 11:16 14:41 17:51 19:41
藤川 5:43 7:28 11:18 14:43 17:53 19:43
徳山 5:45 7:30 11:20 14:45 17:55 19:45
茶茗舘前 5:47 7:32 11:22 14:47 17:57 19:47
水川集会所前 5:49 7:34 11:24 14:49 17:59 19:49
上長尾集会所前 5:53 7:38 11:28 14:53 18:03 19:53
島田掛川信用金庫前 5:54 7:39 11:29 14:54 18:04 19:54
四季の里前 5:56 7:41 11:31 14:56 18:06 19:56
JA川根中央倉庫前 5:58 7:43 11:33 14:58 18:08 19:58
下泉駅 5:59 7:44 11:34 14:59 18:09 19:59
塩郷駅 6:03 7:48 11:38 15:03 18:13 20:03
地名 6:06 7:51 11:41 15:06 18:16 20:06
川根温泉ホテル（降車専用） 6:11 7:56 11:46 15:11 18:21 20:11
家山駅 6:20 8:05 11:55 15:20 18:30 20:20

停留所名 時刻 時刻 時刻 時刻 時刻 時刻
家山駅 6:30 8:15 12:05 15:30 18:40 20:25
川根温泉ホテル（乗車専用） 6:37 8:22 12:12 15:37 18:47 20:32
地名 6:42 8:27 12:17 15:42 18:52 20:37
塩郷駅 6:45 8:30 12:20 15:45 18:55 20:40
下泉駅 6:49 8:34 12:24 15:49 18:59 20:44
ＪＡ川根中央倉庫前 6:50 8:35 12:25 15:50 19:00 20:45
四季の里前 6:52 8:37 12:27 15:52 19:02 20:47
島田掛川信用金庫前 6:54 8:39 12:29 15:54 19:04 20:49
上長尾集会所前 6:55 8:40 12:30 15:55 19:05 20:50
水川集会所前 6:59 8:44 12:34 15:59 19:09 20:54
茶茗舘前 7:01 8:46 12:36 16:01 19:11 20:56
徳山 7:03 8:48 12:38 16:03 19:13 20:58
藤川 7:05 8:50 12:40 16:05 19:15 21:00
青部駅 7:07 8:52 12:42 16:07 19:17 21:02
崎平 7:09 8:54 12:44 16:09 19:19 21:04
田代 7:11 8:56 12:46 16:11 19:21 21:06
千頭駅 7:15 9:00 12:50 16:15 19:25 21:10

千
頭
駅
　
行
き

家
山
駅
　
行
き
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バス路線概要書　２

１　路線名

２　運行経路

３　キロ程

４　運行日

５　運行本数

８　運行車両

６　運賃

７　運行事業者

　一般（町外）︓140円〜900円（子ども料金は大人の半額）

【区間制運賃】

　　　　　小中高生・75歳以上・障がい者︓一般の運賃の50％

　16.3km

　寸又峡温泉〜奥泉駅前〜千頭駅前

　寸又峡線

　55人乗り大型バス

（住所）島田市金谷東２丁目1112-2

　株式会社大鉄アドバンス

　　　　　未就学児︓無料

　町民　一般︓100円〜300円（100円毎割増）

　６便

　毎日
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<運行日︓毎日>
停留所名 町営 町営 町営 町営 町営 町営

千頭駅前 5:50 7:30 9:10 13:00 15:20 17:20
千頭 5:51 7:31 9:11 13:01 15:21 17:21
JA本川根支店前 5:52 7:32 9:12 13:02 15:22 17:22
両国吊橋 5:53 7:33 9:13 13:03 15:23 17:23
桑野山入口 5:54 7:34 9:14 13:04 15:24 17:24
白沢温泉入口 5:56 7:36 9:16 13:06 15:26 17:26
細尾入口 5:57 7:37 9:17 13:07 15:27 17:27
大沢入口 5:58 7:38 9:18 13:08 15:28 17:28
谷畑 5:59 7:39 9:19 13:09 15:29 17:29
奥泉駅前 6:00 7:40 9:20 13:10 15:30 17:30
うさぎ辻 6:11 7:51 9:31 13:21 15:41 17:41
寸又峡温泉入口 6:28 8:08 9:48 13:38 15:58 17:58
公民館前 6:29 8:09 9:49 13:39 15:59 17:59
寸又峡温泉 6:30 8:10 9:50 13:40 16:00 18:00

※「千頭駅前」5:50発便は「寸又峡温泉」バス停まで運行（毎日）
※上記以外の便は令和８年3月14日〜12月11日までは「寸又峡温泉入口」止まり（令和８年12月12日〜令和９年3月12日までは「寸又峡温泉」まで運行）

停留所名 町営 町営 町営 町営 町営 町営
寸又峡温泉 6:35 8:20 10:00 13:45 16:20 18:00
公民館前 6:36 8:21 10:01 13:46 16:21 18:01
寸又峡温泉入口 6:37 8:22 10:02 13:47 16:22 18:02
うさぎ辻 6:54 8:39 10:19 14:04 16:39 18:19
奥泉駅前 7:05 8:50 10:30 14:15 16:50 18:30
谷畑 7:06 8:51 10:31 14:16 16:51 18:31
大沢入口 7:07 8:52 10:32 14:17 16:52 18:32
細尾入口 7:08 8:53 10:33 14:18 16:53 18:33
白沢温泉入口 7:09 8:54 10:34 14:19 16:54 18:34
桑野山入口 7:11 8:56 10:36 14:21 16:56 18:36
両国吊橋 7:12 8:57 10:37 14:22 16:57 18:37
JA本川根支店前 7:13 8:58 10:38 14:23 16:58 18:38
千頭 7:14 8:59 10:39 14:24 16:59 18:39
千頭駅前 7:15 9:00 10:40 14:25 17:00 18:40

※「寸又峡温泉」6:35発便は「寸又峡温泉」から発車（毎日）
※上記以外の便は令和８年3月14日〜12月11日までは「寸又峡温泉入口」から発車（令和８年12月12日〜令和９年3月12日までは「寸又峡温泉」から発車）

寸
又
峡
温
泉
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き
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バス路線概要書 ３ 
１ 種  別 おでかけ号 

２ 運行区域 町内全域 

３ 運 行 日 毎 日 

４ 運行時間 
平  日 7︓00〜12︓00  13︓00〜19︓00 
祝・休日 8︓00〜12︓00  13︓00〜18︓00 

５ 運  賃 

10 ㎞未満 100 円 
10km 以上 12 ㎞未満 200 円 
12km 以上 15 ㎞未満 300 円 
15km 以上 20km 未満 500 円 
20km 以上 1,000 円 

３歳以上小学生以下・中高生・75 歳以上・障がい者︓一般運賃の半額 

６ 運行事業者 
株式会社大鉄アドバンス 
（住所）島田市金谷東２丁目 1112－2 （電話）0547-46-2370 

７ 運行車両 

10 人乗りワゴン車 ３両 
 
 
 
 

 

一般運賃 
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令和８年度外出支援サービスについて（福祉有償運送）               

委託先 

（利用者） 

㈱大鉄アドバンス 

（町内全域） 

運行区間 

町内及び近隣市区町 

① 近隣市区町として利用可能な市区町は、島田市、藤枝市、焼津市、静岡市 

葵区、静岡市駿河区、吉田町、牧之原市及び浜松市天竜区春野町の範囲 

② 町外への利用は、利用の際の発地または着地が、町内であること。 

利用範囲 

運行範囲は、運行区間内とし、次に定める範囲とする。 

① 福祉施設への通所及び入退所 

② 病院への通院、入退院 

③ 公共機関での諸手続き（町内に限る） 

④ 金融機関等での諸手続き（町内に限る） 

⑤ その他町長が認める範囲 

運行日 

 運行日は利用の状況に対応し、次にあげる日以外とする。 

 （１）日曜日 

 （２）１月 1 日から同月３日まで及び１２月２９日から同月３１日まで 

対象者 

① 運転免許を有しない６５歳以上の高齢者 

② 身体障害者 

③ 肢体不自由、内部障害、知的障害者、精神障害その他の障害を有する者 

④ その他町長が認める者 

運 賃 別  紙 

使用車両 

① ７人乗、座席回転シート車 

（セレナ） 

② １０人乗、車椅子移動車 

（ハイエース） 

③  ６人乗、助手席回転シート車 

（シエンタ） 

 

④  ７人乗、助手席リフトアップ付き車 

（ノア①） 

⑤  ７人乗、助手席リフトアップ付き車 

（ノア②） 

 

 

 

車両数 5 台 
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※ 利用料金は、走行距離・利用先によって利用料金が決まります。

なお下記料金は、全て片道利用の金額です。往復利用の場合は、表示額の倍となります。

① 町内及び島田市川根町･浜松市天竜区春野町
（単位：円）

② 島田市、藤枝市、牧之原市、吉田町、焼津市
（単位：円）

島田市
（川根町を除く）

藤枝市
牧之原市

吉田町、焼津市

久野脇区、地名区 1,300 1,600 1,800
藤川区、水川区、上長尾区、高郷区、梅高区

八中区、下長尾区、瀬平区、久保尾区、下泉区

壱町河内区、田野口区、徳山区

前山区、田代区、　柳三区、　崎平区、　青部区 1,700 2,000 2,200
奥泉区、大谷区、沢間区、桑野山区、平栗区、

寺馬区、千頭西・東区、小長井区、上岸区、坂京区

洗富小幡区 2,100 2,400 2,600
接岨区、　大間区 2,300 2,600 2,800

③ 静岡市（駿河区、葵区）
（単位：円）

利用料金

寺馬区、千頭西区、千頭東区、小長井区、上岸区、前山区、田代区、洗富小幡区

奥泉区、　大谷区、　　沢間区、　桑野山区、平栗区、柳三区、

崎平区、　青部区、　　坂京区、　藤川区、　徳山区

水川区、　上長尾区、　田野口区、　高郷区 1,900
接岨区、大間区、八中区、梅高区、下長尾区、瀬平区、久野脇区、地名区、下泉区

久保尾区、壱町河内区 2,300

④ その他（割引制度、付添い料金）

障 害 者 割 引  重度障害者（1・2級及び3級で内部疾患者）について、通常料金から２割を減額

 同時に2人が利用する場合、それぞれ通常料金から２割減額
 同時に3人以上が利用する場合、それぞれ通常料金から４割減額
 ※ただし、運送距離が1.5㎞以下の場合、相乗りによって一度に利用した利用登録
者全てが支払う利用料金の合計額は370円を上限とし、同じ条件で2㎞以下の場合
は460円、以降1㎞増す毎180円を加算した額を上限とする。
 ※ただし、「島田市便」には相乗り割引は適用しない。

　千頭発「島田市便」を利用する場合、乗車人数に関係なく通常料金から５割減額
 ※ただし、人工透析のための利用については適用しない。

付 添 い 料 金
 １人料金(通常料金)の５割分
 ※ただし､利用申請の際､付添い人が付く事を条件とする場合は徴収しない｡

相 乗 り 割 引

島田市便割引

地　　　　　区　　　　　名

1,500

1,700

2,100

種　　　別 内　　　　　　　　　　　　　容

地　　　　区　　　　名
通　常　利　用　料　金

1,500 1,800 2,000

1,900 2,200 2,400

川根本町外出支援サービス利用料金表 （令和2年4月1日より）

地　　　　区　　　　名 通　常　利　用　料　金

町内全地区及び島田市川根町、
浜松市天竜区春野町

６kmまで240円、以降１km増す毎 40円加算
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令和 7 年 12 月 17 日 

 

川根本町長 薗田靖邦 様 

 

株式会社大鉄アドバンス 

代表取締役 鈴木 肇 

 

 

大鉄アドバンス自主運行バスの完全町営化と閑蔵線の廃止について 

 

 

平素より、大鉄アドバンス路線バス事業にご理解とご協力を賜り厚くお礼

申し上げます。 

 

弊社では、長年に亘り大井川鐵道千頭駅を起点に寸又峡温泉、接岨峡温泉

へ向かう路線バスを運行して参りましたが、近年では観光客のマイカー利用

が増大し路線バスの利用が低迷しており、新型コロナウイルス感染症が広が

った 2019 年度以降は観光需要も激減しました。 

また、観光の軸となる大井川鐵道においては 2022 年 9 月の台風災害によっ

て現在も川根温泉笹間渡駅から千頭駅の区間で不通となっており、特に寸又

峡線と閑蔵線で乗客の減少が深刻化しています。 

新型コロナウイルスの影響がほとんどなかった 2019 年度、寸又峡線の乗車

人数は 46,780 人ありましたが、2024 年度では 12,123 人まで減少しました。

閑蔵線に至っては、11,797 人の利用があったものが 5,726 人と半減しまし

た。 

 

新型コロナウイルスの影響も終息に向かい、インバウンド需要への期待感

もありましたが、最近では、燃料費をはじめとする諸経費やバス車両の修繕

費の増大、運転手不足の改善等による人件費増など、2025 年度はさらに業績

が悪化する見通しでこのままでは事業の継続が困難な状況に陥っておりま

す。 

 

取り分け厳しい状況下ではありますが、今後も公共交通を維持していかなくては

ならなく、その手段として寸又峡線の全ての便を町営バスとして移行、また閑蔵線

につきましては廃止とさせていただきたく存じます。 

 

 川根本町様には、今まで以上のご協力をお願いすることとなりますが、何卒ご理

解をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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【旅客数の推移】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【現在の町営バスの運行状況】 

 
①千頭家山線 全便が町営バスとして運行 
②寸又峡線  1 便～5 便が町営バス 6 便が大鉄アドバンス自主運行バス 
③閑蔵線   大鉄アドバンス自主運行バス 

 
【令和 8 年度からの町営バスについて】 

 
①千頭家山線 全便を町営バスとして運行（変更なし） 
②寸又峡線  令和 8 年 4 月 1 日より、全便を町営バスとして運行 
③閑蔵線   令和 8 年 3 月 31 日をもって廃止 

上り1 上り2 上り3 上り4 上り5 上り6

千頭駅 5:35 7:20 11:10 14:35 17:45 19:35

家山駅 6:20 8:05 11:55 15:20 18:30 20:20

下り1 下り2 下り3 下り4 下り5 下り6

家山駅 6:30 8:15 12:05 15:30 18:40 20:25

千頭駅 7:15 9:00 12:50 16:15 19:25 21:10

③ 閑蔵線（大鉄）

町営 町営 町営 町営 町営 大鉄 大鉄

下り1 下り2 下り3 下り4 下り5 下り6 下り

千頭駅前 5:50 7:30 9:10 13:00 15:20 17:20 千頭駅前 11:00

寸又峡温泉 6:30 8:10 9:50 13:40 16:00 18:00 閑蔵駅前 11:30

上り1 上り2 上り3 上り4 上り5 上り6 上り

寸又峡温泉 6:35 8:20 10:00 13:45 16:20 18:00 閑蔵駅前 11:50

千頭駅 7:15 9:00 10:40 14:25 17:00 18:40 千頭駅前 12:20

① 千頭家山線　（全便町営バス）

② 寸又峡線　（町営バス10便　大鉄2便）

令和8年3月31日まで 令和8年4月1日から

①千頭家山線 町営バス6往復 変更なし

②寸又峡線
町営バス5往復

大鉄自主運行1往復
6往復全てを町営バス化

③閑蔵線 大鉄自主運行　1往復 令和8年4月1日廃止

町営バス ※大鉄AD 計 2019年比 大鉄AD 2019年比

2019年度 16,585 30,195 46,780 － 2019年度 11,797 －

2020年度 6,938 3,597 10,535 22.5% 2020年度 5,937 50.3%
2021年度 10,571 4,275 14,846 31.7% 2021年度 8,394 71.2%
2022年度 9,058 3,788 12,846 27.5% 2022年度 8,171 69.3%

2023年度 10,788 7,121 17,909 38.3% 2023年度 8,442 71.6%

2024年度 10,239 1,884 12,123 25.9% 2024年度 5,726 48.5%
※大鉄ADは団体増発対応を含む

閑蔵線寸又峡線

-10-



令和８年度 山犬段送迎タクシー実証事業について 

１ 経 緯 

  山犬段送迎タクシー実証事業において、来年度も今年度と同様に静岡市に

営業所を置く千代田タクシー㈱が運行する運びとなりました。 

なお、千代田タクシー㈱が運行する場合、区域外営業となるため、以下の手

続きが必要となります。 

 

① 川根本町バス路線対策委員会及び地域公共交通会議で千代田タクシー

㈱が区域外営業を実施することを認める決議を得る。 

② 川根本町が交通圏になる藤枝・焼津交通圏のタクシー事業者で他に運

行できる事業者の有無を確認する。 

 

②については、令和７年 12 月 18 日に行われる静岡県タクシー協会志太・榛

原支部会の定例会合において、協議予定です。 

よって、千代田タクシー㈱の区域外営業について協議します。 

   

２ 運行経路 

 ○１便：静岡駅北口➡川根本町役場➡ウッドハウスおろくぼ➡大札山肩登 

山口➡山犬段 

  ○２便：山犬段➡大札山肩登山口➡ウッドハウスおろくぼ➡川根本町役場 

  ○３便：川根本町役場➡ウッドハウスおろくぼ➡大札山肩登山口➡山犬段 

  ○４便：山犬段➡大札山肩登山口➡ウッドハウスおろくぼ➡川根本町役場

➡静岡駅北口 

  ※２便および３便が区域外営業に該当。 

 

３ 運行日（案） 

  ①令和８年４月 24 日（金）から令和８年６月 14 日（日）までの 52 日間。 

②令和８年 10 月９日（金）から令和８年 11 月 15 日（日）までの 39 日間。 

計 91 日間。 

 

４ 参考：千代田タクシー㈱選定理由 

・大札山肩登山口へつながる林道南赤石線が令和元年５月に発生した大規

模な法面の崩落により許可車両のみ運行可能。 

・令和５年度から当該事業の運行実績あり。 

・静岡市において南アルプス登山タクシーによる登山客輸送実績あり。 
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○川根本町デマンドタクシー運行事業実施要綱 

 

令和 年 月 日告示第 号 

 

川根本町デマンドタクシー運行事業実施要綱を次のように定め、令和 年 月

日から適用する。 

 

川根本町デマンドタクシー運行事業実施要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、川根本町が実施するデマンドタクシーの運行事業につい

て必要な事項を定めることにより、地域住民の日常生活に必要不可欠な交通

手段を確保し、もって住民福祉の向上を図ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、「デマンドタクシー」とは、道路運送法（昭和２６

年法律第１８３号）第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業

で同法第４条に規定する許可を受けて行う事業をいう。 

（呼称） 

第３条 デマンドタクシーは、「おでかけ号」と称する。 

（事業主体） 

第４条 デマンドタクシーの事業主体は、川根本町とする。ただし、町長は、道

路運送法第４条及び第５条の規定による許可を受けた適切と認められる法人

等に事業の一部又は全部を委託することができる。 

２ 前項の事業の委託を受けた法人等は、第１条の目的を達成するため、誠実に

事業を実施しなければならない。 

３ 町長は、第１項の事業を委託した法人等が適切にデマンドタクシー運行事

業を実施できないと認めるときは、委託契約を解除し、又は変更することがで

きる。この場合において、既に支払った委託料があるときは、その全部又は一

部の返還を求めることができる。 

（運行区域） 

第５条 デマンドタクシーの運行区域は、川根本町全域とする。 

２ 運行区域を変更する場合は、川根本町地域公共交通会議で諮り、議決を受

けるものとする。 

-23-
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（乗降場所） 

第６条 デマンドタクシーの乗車場所又は降車場所は公共性のある場所とする。 

（運休日） 

第７条 デマンドタクシーは、災害等やむを得ない事情により、町長又は運行事

業者が必要と認めるときは、運行を休止することができる。 

（運行時刻等） 

第８条 デマンドタクシーの運行時刻は、平日においては午前７時から午後７

時までとし、国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する

休日、日曜日及び土曜日においては、午前８時から午後６時までとする。なお、

いずれの日においても、正午から午後１時までは運行を行わないものとする。 

（利用対象者） 

第９条 デマンドタクシーの利用対象者は、川根本町町民とする。 

（利用手続等） 

第１０条 デマンドタクシーの利用を希望する者は、利用前までに希望乗降場

所及び希望乗車時刻を電話により、運行事業者へ申し込まなければならない。

また、申込内容を変更しようとするときも同様とする。 

２ 前項の申込み時間は、午前８時から午後５時までとする。 

（利用料金） 

第１１条 デマンドタクシーの１乗車にかかる利用料金は、別表第１のとおり

とする。ただし、別表第２に該当する利用者の利用料金は、別表第１に定める

利用料金の半額とする。 

  別表第１（第１１条関係） 

運行距離 利用料金 

10km 未満 100 円 

10km 以上、12km 未満 200 円 

12km 以上、15km 未満 300 円 

15km 以上、20km 未満 500 円 

20km 以上 1,000 円 

別表第２（第１１条関係） 

利用者 
３歳以上の未就学児、小学生、中学生、高校生、75 歳以上の者、

障がい者手帳を所持する者 

２ 前項の規定にかかわらず、３歳未満の者は、その利用料金を無料とする。 
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（乗車制限） 

第１２条 町長又はデマンドタクシーの乗務員は、デマンドタクシーに乗車し

ようとする者又は乗車する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その

利用を制限することができる。 

（１）旅客自動車運送事業運輸規則（昭和 31 年運輸省令第 44 号）第 52 条及

び第 53 条に規定する事項に違反する場合 

（２）重量、容積、長さ、形状、性質等の事由により積込みが困難である物品

等を持ち込もうとする場合 

（３）重病人、感染症患者その他重大な疾患を持つ者（そのおそれのある者を

含む。）であって町長が別に定める場合 

（４）酒気を帯び、又は不潔な服装をした者等であって、他の利用者の迷惑と

なるおそれがある場合 

（５）デマンドタクシーの乗務員に対して、暴力的な言動をとる場合 

（６）デマンドタクシーの乗務員に対して、無理な要求を強要する場合 

（７）自動車内の秩序又は風紀を乱す行為をする場合 

（８）同乗する保護者のいない未就学児 

（９）その他運行事業者が運行に支障を来すと判断する場合 

（１０）前９号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める場合 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に必要な事項は、町長

が別に定める。 

    附 則 

  この要綱は令和 年 月 日から施行する。 
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（別紙） 

  

川根本町デマンドタクシー運行実施要綱第１２条第３号の「感染症患者（そ

のおそれのある者を含む。）」について、次のいずれかに該当する者とする。 

ただし、次のいずれかに該当する場合であっても、医療機関における診察・

検査や検査キット等を使用した簡易検査等で、感染症等にり患していないこと

を証明することができる場合は、デマンドタクシーの利用を認める。 

 

(1) 37.5 度以上の発熱（又は解熱剤の服用） 

(2) 利用日３日以内の呼吸器症状・感冒症状（咳・咽頭痛等） 

(3) 味覚・嗅覚の消失 
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